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このしおりは、入居のしおりと一緒に、 
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県営住宅等指定管理者 
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表紙の背景として画像を貼付けられます。 

 

（想定） 

・このまま 

・団地ごとの画像 

・指定管理者の事務所画像 等々 

↑窓口となる連絡先に変更してください。 
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❶申込みから返還まで 
 

 利用できる区画数は、1住戸あたり 1区画が基本です。 

 団地内の駐車区画数に余裕がある場合は、２台目以降の駐車区画を申込めます。 

 

申 込 書 提 出 

 

※１，２台目(以降)

をあわせて申込

む場合は、それ

ぞれ申込書を作

成し提出します。 

１台目を申込む場合 ２台目(以降)を申込む場合 

以下の書類を指定管理者へ

提出します。 

 

１ 「駐車場利用承認申請書」

２ 自動車検査証の写し等の 

添付書類 ※詳細は❺ 

２台目(以降)の車に関する左

記の書類を指定管理者へ提出し

ます。 

※団地によっては抽選となりま

す。 

     

     

駐車場利用承認 

提出された書類を審査し、駐車場利用承認書が交付されます。 

（なくさないよう、大切に保管してください） 

変更する

場合 

利用開始後に氏名、車種等に変更があった場合は、

以下の書類を指定管理者に提出してください。 

 １ 駐車場利用変更届 

 ２ 自動車検査証の写し等の添付書類 

     

     

使 用 料 納 付 

口座振替をご希望の方は、指定管理者にお問合せください。 

（可能な限り口座振替による支払いをお願いします。） 

口座振替以外の方は、毎月お届けする納入通知書を持って、その

月の末日までに指定金融機関等にてお支払いください。 

     

     

返 還 

退去に伴う場合を含め、駐車場の利用を止める場合は、返還の５

日前までに駐車場返還届を指定管理者に提出してください。 

 

※各申込書等の用紙は、管理人宅及び指定管理者で用意してあります。 

※必要な添付書類は、車両の登録名義等により異なります。 

「❺利用申込みに必要な書類」をご確認ください。 
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❷駐車場利用者（申込者）の資格 
 

 原則として、入居中の名義人または同居者（以下「入居者等」という）が利用できます。 

 

❸利用できる車両の要件 
 

 駐車区画に納まるサイズ（概ね、長さ４９０ｃｍ以下、幅１８０ｃｍ以下）の車両で、次の（１）～

（３）のいずれかに該当する車両であることが必要です。 
 

（１） 入居者等が、所有または使用（以下「所有等」という。）する車両。 
（２） 入居者等が、常時通勤等に使用している勤務先の車両。 
（３） 入居者等の介護または支援等に必要と認められる、介護サービス事業者等がその業

のために所有等している車両もしくは３親等以内の親族が所有等している車両。（１住戸

につき１区画まで。） 

 

❹駐車場利用申込受付期間 
 

（１） 新規入居者は、入居申込みと同時に駐車場の利用申込みができます。 

駐車区画に空きがある場合は、２台目(以降)の申込みも受け付けます。 

２台目以降の駐車区画利用期間は、原則として、利用開始日の属する年度の末日

（３月３１日）までとなります。 

（２） 入居者等が駐車場を利用していない場合で、新たに駐車場の利用を希望するときは、

調整が必要となる場合がありますので事前にご相談ください。 

（３） 駐車区画数に余裕がある団地で、２台目(以降)の駐車区画を次年度継続利用するた

めの申込みは、原則、毎年１月１０日から 1月２５日までの年 1回受け付けています。 

  

❺利用申込みに必要な書類 
 

１ 1台目の駐車区画の継続利用の申込みを行う場合について 

「駐車場利用承認申請書」に必要事項を記入し、次の（１）～（４）のいずれかに該当す

る場合にそれぞれ必要な書類を添付し指定管理者へ提出してください。（これらのほか、

必要と認められる書類の提出を求める場合があります。） 
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 （１） 自動車検査証の登録名義（所有者または使用者）が入居者等と同一の場合 

・自動車検査証の写し 

 

 （２） 自動車検査証の登録名義（所有者または使用者）が入居者等と異なる場合 

   （勤務先の車両や別居する親名義の車両などの場合。） 

・自動車検査証の写し 

・自動車の使用者証明について 

 

 （３） 新たに車両を購入、保有および使用等する場合 

・当該車両に係る注文書等その事実を証明する書類（写し可） 

・自動車検査証の写し（納車後） 

 

 （４） 介護等に必要と認められる車両で利用する場合 

・自動車検査証の写し 

・申込み理由などを明記した理由書（任意様式） 

 

２ ２台目以降の駐車区画の申込みを行う場合について 

  （１） １台目と同様に、２台目（以降）の車両に関する「駐車場利用承認申請書」および必

要な添付書類を提出してください。 

  （２） ２台目以降駐車区画の利用期間は、原則として利用開始日の属する年度の末日（３

月３１日）までとなります。 

  （３） 新規申込のほか、継続利用する場合の申込み、相談等については指定管理者へお

問合せください。 

 

❻駐車場利用者の決定 
 

 「駐車場利用承認申請書」を審査し、問題がないと認められた場合は利用が承認され、「駐

車場利用承認書」が交付されます。駐車場の利用期間は、「駐車場利用承認書」に記載され

ている利用開始日から返還した日（２台目以降は利用開始年度の３月３１日）までとなります。 

 ２台目(以降)の駐車区画は、申込み者数が募集区画数を上回る場合、抽選により利用者

が決定されます。管理上の都合等により、次年度の駐車区画の位置が変更になる場合があり

ますので予めご了承ください。 
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❼利用承認の取消し 
 

 次の（１）～（６）のいずれかに該当したときは、駐車場の利用承認が取り消されます。 

（１） 駐車場利用承認書に記載した条件に違反したとき 

（２） 不正な手段により利用承認を受けたとき 

（３） 使用料を滞納（３か月以上）したとき 

（４） 駐車場またはその付帯設備を故意に毀損したとき 

（５） その他管理上必要があると県が認めるとき 

（６） 退去等により利用者資格を失ったとき 

 

❽利用開始後の手続き 
 

１ 利用承認事項の変更 

「駐車場利用承認申請書」の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに「駐車場利用

変更届」を提出してください。 

 

２ 車両の変更 

駐車場を利用する車両を変更するときは、変更後すみやかに「駐車場利用変更届」およ

び自動車検査証の写し等の添付書類を提出してください。 

 

３ 駐車場の利用をやめる場合 

利用をやめる日の５日前までに「駐車場返還届」を提出してください。退去される場合、

「県営住宅返還届」とあわせて提出してください。 

 

❾使用料について 
 

１ 使用料の支払いについて 

（１） 月額使用料は、「駐車場利用承認書」に記載されている金額となります。 

（２） 利用期間１ヶ月に満たない月の使用料は日割り計算となります。 

（３） 使用料は、利用承認書の利用期間開始日から返還日までが対象となります。 

（４） 使用料は当月払いで、口座振替日は毎月２５日（土日祝日の場合は翌営業日）まで

に納付してください。可能な限り口座振替による納付をお願いします。 
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２ 使用料の減免について 

（１） 対象となる方は、次のア、イ両方の要件を満たす方で、申し出により使用料の減免を

行います。 

ア 収入が著しく低いこと 

イ 駐車場を利用している車両（入居者等が所有等する車両に限る。）が、身体障害者

等である入居者等のために使用するものであることを理由に自動車税または軽自動

車税の減免を受けていること 

 （２） 使用料の減免金額の算定方法は、家賃の例に準じます。 

 （３） 特定公共賃貸住宅の入居者は、対象となりません。 

 （４） 減免の詳細及び手続きは、指定管理者までお問い合せください。 

 

❿その他 
 

１ 駐車場を利用するマナー 

駐車場を利用する方は、次のことを守り、他人への迷惑とならないようにしてください。 

（１） 駐車場内における事故を未然に防ぐよう努めてください。 

（２） 除排雪は、利用者が協力して行ってください。 

（３） 駐車場を正常に利用できるよう努めてください。 

（４） 指定された駐車区画以外の区画には、駐車しないでください。 

（５） 駐車場以外の、通路や緑地などには駐車しないでください。 

 

２ 利用者の損害賠償責任 

   利用者の責めに帰すべき事由によって駐車場または標識などの付帯設備を破損したと

きは、ただちに県に届けるとともに、自己の責任においてすみやかにこれを原状回復してい

ただきます。 

 

３ 県の損害賠償責任 

   県の過失や欠陥等によらない団地内の事故による利用者等の損害については、県は賠

償の責めを負いません。 
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４ 自動車保管場所証明申請・届出（車庫証明）について 

 申請は、（各市の）青森県警察署で行えます。 

（１） 県営住宅の「駐車場利用承認書」を、車庫証明の申請に必要な保管場所の使用権

原書（保管場所使用承諾証明書）として、使用します。（申請時、写しを提出してください。

なお、原本の提示を求められる場合があります。） 

（２） 勤務先の車両のように、自動車検査証に記載されている使用者が入居者等以外の

場合は、車庫証明の対象になりません（その場合、駐車場利用承認書に車庫証明対

象外と記載されています）。 

（３） 車庫証明の申請に必要な、保管場所の所在図及び配置図を、指定管理者で用意し

ていますので指定管理者までお問合せください。 

 

５ 来客などの場合の駐車場所について 

   来客用の駐車区画がある団地では当該駐車区画が利用できます。来客用駐車区画の

管理は団地自治会などが行っていますので、利用方法等は、団地自治会などに確認してく

ださい。  
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第 32号様式(第 27条関係) 

 

  年  月  日 

 

  青森県知事 殿 

 

団地名               

住宅の番号     棟     号 

県営住宅所在地           

 

利用者氏名             

 

駐車場利用承認申請書 

 

 下記のとおり駐車場を利用したいので、青森県県営住宅条例第 29 条第 1 項の規定によ

り申請します。 

 

記 

 

利 用 開 始 

希 望 年 月 日 
     年  月  日 

駐 車 す る 車 両 

車 種 名   

自 動 車 登 録 番 号 

又 は 車 両 番 号 
  

長 さ        

cm 

幅      

cm 

高 さ     

cm 

所有者の氏名又は名称   

使用者の氏名又は名称   

 

注 1 自動車検査証の写しを添付すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格 A4縦長とする。 

  

県営住宅用 
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第 36号様式(第 33条関係) 

 

  年  月  日 

 

  青森県知事 殿 

 

団地名               

住宅の番号     棟     号 

県営住宅所在地           

 

利用者氏名             

 

駐車場利用変更届 

 

 下記のとおり変更があつたので、青森県県営住宅規則第 33条の規定により届け出ます。 

 

記 

 

変 更 事 項 旧 新 変 更 年 月 日 

車 種 名       

自動車登録番号又は車

両 番 号 
      

長 さ cm cm   

幅 cm cm   

高 さ cm cm   

所有者の氏名又は名称       

使用者の氏名又は名称       

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格 A4縦長とする。 

  

県営住宅用 
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第 34号様式(第 32条関係) 

 

  年  月  日 

 

  青森県知事 殿 

 

団地名               

住宅の番号     棟     号 

県営住宅所在地           

 

利用者氏名             

 

 

駐車場使用料減免申請書 

 

 

 青森県県営住宅条例第 30条第 2項の規定により駐車場の使用料の減免を受けたいので、

下記のとおり申請します。 

 

記 

 

1 希望する減免の内容 

減免を受けようとする金額 月額        円 

減免を受けようとする期間 
年  月  日から 

年  月  日まで 

2 減免を希望する理由 

 

 

 

 

注 1 減免を希望する理由を証明する書類を添付すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格 A4縦長とする。 

  

県営住宅用 
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  年  月  日 

 

 

  青森県知事 殿 

 

 

団地名               

住宅の番号     棟     号 

県営住宅所在地           

 

利用者氏名             

 

 

駐車場返還届 

 

 

 下記のとおり駐車場を返還したいので、青森県県営住宅規則第 34 条の規定により届け

出ます。 

 

 

記 

 

 

返還年月日        年   月   日 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格 A4縦長とする。 

  

県営住宅用 



 11 

  年  月  日 

 

 

自動車の使用者証明について 

 

 

                       住 所 

 

                       氏 名               

 

                       (会社名) 

 

                       電 話 （    ）    －    

 

 

 私が所有(使用)する別添自動車検査証の自動車は、下記の者が常時使用していることを

証明します。 

 

 

記 

 

 

      常時使用者 

 

         住所 

 

                  団地     号棟     号室 

 

         氏名 

 

         電話 （    ）    －     

  

共  通 
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第 19号様式(第 19条関係) 

 

  年  月  日 

 

  青森県知事 殿 

 

団地名               

住宅の番号     棟     号 

特定公共賃貸 

住宅所在地           

 

利用者氏名             

 

駐車場利用承認申請書 

 

 下記のとおり駐車場を利用したいので、青森県特定公共賃貸住宅条例第 21 条第 1 項の

規定により申請します。 

 

記 

 

利 用 開 始 

希 望 年 月 日 
     年  月  日 

駐 車 す る 車 両 

車 種 名   

自 動 車 登 録 番 号 

又 は 車 両 番 号 
  

長 さ        

cm 

幅      

cm 

高 さ     

cm 

所有者の氏名又は名称   

使用者の氏名又は名称   

 

注 1 自動車検査証の写しを添付すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格 A4縦長とする。 

  

特定公共賃貸住宅用 
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第 21号様式(第 24条関係) 

 

  年  月  日 

 

  青森県知事 殿 

 

団地名               

住宅の番号     棟     号 

特定公共賃貸 

住宅所在地           

 

利用者氏名             

 

駐車場利用変更届 

 

 下記のとおり変更があつたので、青森県特定公共賃貸住宅規則第 24 条の規定により届

け出ます。 

 

記 

 

変 更 事 項 旧 新 変 更 年 月 日 

車 種 名       

自動車登録番号又は車

両 番 号 
      

長 さ cm cm   

幅 cm cm   

高 さ cm cm   

所有者の氏名又は名称       

使用者の氏名又は名称       

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格 A4縦長とする。  

特定公共賃貸住宅用 
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  年  月  日 

 

 

  青森県知事 殿 

 

 

団地名                

住宅の番号     棟     号 

特定公共賃貸 

住宅所在地           

 

利用者氏名             

 

 

駐車場返還届 

 

 

 下記のとおり駐車場を返還したいので、青森県特定公共賃貸住宅規則第 25 条の規定に

より届け出ます。 

 

 

記 

 

 

返還年月日        年   月   日 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格 A4縦長とする。 

 

 

 

 

 

特定公共賃貸住宅用 


